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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成23年8月11日(2011.8.11)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年6月22日(2011.6.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１】
　グリセリン及び乾燥させた腐泥を含む、石鹸。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項６】
　用途が医薬である、請求項１から５のいずれかの石鹸。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項７
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項７】
　反応物である材料に乾燥させた腐泥を添加し、
　最終生成物から結果として生じるグリセリンを除去せず、
　又は、前記最終生成物にグリセリンを添加することからなる、
　石鹸の製造方法。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項８】
　ざ瘡、湿疹、皮膚炎、乾癬、白癬、及び皮膚アレルギーからなるグループから選ばれる
症状の治療のために製造された、請求項１から５のいずれかの石鹸。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００６】
　石鹸の製造工程での副産物の１つは、グリセリンである。グリセリンは石鹸を軟化する
傾向があり、さらに、その固有の湿気を与える特性のために、シャンプー、バスオイル、
スキンクリームやその他類似の製品のための基礎物質として、より大きな価値があると考
えられているため、通常、最終的な生成物からは除去される。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　本発明は、さらに、本発明の石鹸の医薬としての用途を提供する。特に、本発明の石鹸
は、ひび割れ及び／又は、かゆみ及び／又は、じくじく及び／又は、湿疹、皮膚炎、乾癬
、ざ瘡、白癬や皮膚アレルギーのような皮膚病や皮膚の状態の発疹の徴候を抑えるか、又
は完治させるために用いられる。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３２】
　本発明に従った、３つの石鹸の非制限実施例の製造工程を表２を参照して説明する。表
２は、本発明の石鹸の３つの異なるタイプを作るために利用される反応物の一覧を示す。
前記石鹸を、ここでは、それぞれ、１３９８、１３９７、１３９３と表す。
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【表２】

【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３５】
　それから、水酸化ナトリウムが、水に加えられ、油と同じ約４０℃にされた。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
　油及び水と水酸化ナトリウムの混合物は、その後、バッチ反応器、好ましくは、オフセ
ット・回転パドルを具えた蒸気二重釜に加えられた。さらに、触媒反応を起こすために、
先行するバッチからの石鹸も、また混合反応物に加えられた。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　約１時間後に、混合反応物のｐＨ値が検査された。約ｐＨ８に達した時に、所望の香り
及び色素構成要素が加えられた。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　結果として生じる混合物は、液体状態のまま、結果として生じるグリセリンを除去せず
、又は、グリセリンを添加し、その後、ステンレス鋼の円柱状の型に流し込まれ、６日間
、暖かい部屋に隔離された。これにより、混合物が凝固するまで、型の中で鹸化反応が続
くことが可能となった。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４０】
　湿疹、皮膚炎、乾癬、ざ瘡、白癬や、皮膚アレルギーのような皮膚病や皮膚の状態に関
連する、ひび割れ及び／又は、かゆみ及び／又は、じくじく及び／又は、発疹を抑える及
び／又は、完治させることができる、医薬としての本発明の有効性を確認する趣旨で行わ
れた試験に関して、以下の調査がなされた。
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